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　同館がある「花と遺跡のふるさと公園」は、
県立植物園や新津美術館などがあり、自然豊
かで１日ゆったりと過ごすことができます。
　ぜひ、来てみてください。

同館　新井同館　新井

　周囲に濠
ほり

を巡らせた弥生時代の大規模な集落と、県内最
大の古墳時代の円墳を見ることができる「古津八幡山遺跡」
を紹介する施設です。発掘調査で出土した石器や土器など
500点以上を展示しています。同館の展示を通して、旧石
器時代～平安時代の歴史を学ぶことができます。
　土笛や勾

まが

玉
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作り、弓矢体験など、さまざまな体験メニュー
を月替わりで用意しています。

▲同館
ホームページ
はこちらから

四季折々の里山の自然も魅力です

■問 同館
（☎0250-21-4133）

12子育て応援通信

新潟市内の遊び場を紹介します。

開館時間：10時～17時　※月曜、祝日の
翌日、年末年始休館
入館料：無料（体験料が別途必要な場合
あり）
場所：秋葉区蒲ヶ沢（駐車場170台）

弥生の丘展示館
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　図書館司書がお薦めする、
子ども・子育て世代向けの
本を紹介します。
■問 松浜図書館
（☎025-387-1771）

　押し入れという空間が「怖いも
の」から「冒険の世界」に変わって
いき、さとるとあきらと一緒にワ
クワクドキドキする空想の世界を
楽しむことができます。汗でぐっ
しょりの手をつないで頑張る２人
を思わず応援したくなります。ま
た、鉛筆で描かれた絵が２人の冒
険に躍動感を与え、物語の世界に
ぐっと引き込んでくれます。
　1974年から読み継がれるこの
絵本は、大人から子どもまで、１
人で読んでも読み聞かせでも、そ
れぞれの楽しみ方ができます。

『おしいれのぼうけん』　作：古田足日・田畑精一
出版社：童心社
発行年：1974年
市内図書館所蔵数：31冊

連　載

　さくら保育園には、怖いものが
二つあります。一つは押し入れで、
もう一つは「ねずみばあさん」です。
　「さとる」と「あきら」は、お昼寝
の前にけんかをして、担任の先生
に叱られて押し入れの上の段と下
の段に入れられてしまいます。押
し入れの中は夜の山と夜の海。２
人は怖くなってきます。そこで出
会ったのは、地下の世界に住む恐
ろしいねずみばあさんでした。２
人は手をつないで走り出し、友情
たっぷりの大冒険が始まります。

あらすじ おすすめポイント

未来への
扉2

問こども政策課
（☎025-226-1193）子どもに優しいまちを目指して子どもに優しいまちを目指して

　市内の小学６年生からキャッチフレーズを
募集し、子どもたちによる選定や投票を行っ
た結果、大野小学校６年白川日向子さんが考
えた「はばたけ！未来を支える子どもの笑顔」
に決定しました。

　「あの親子、大丈夫かな」と思ったときは、ためらわず
に児童相談所虐待対応ダイヤル☎189（いちはやく）や、
妊娠・子育てほっとステーション（区役所健康福祉課）へ
連絡してください。

子どもの５つの権利

子ども子ども・・子育てキャッチフレーズを決定子育てキャッチフレーズを決定 虐待かもと思ったら虐待かもと思ったら

子ども・子育て関連イベント
■イオンモール新潟南（江南区下早通柳田）
子ども条例啓発イベント　育児相談、子どもの事故防止体験、赤ちゃん人形の
世話体験、ほか　■日 11月11日（土）10時～16時
■￥ 無料　■問 こども政策課（☎025-226-1193）
■こども創造センター（中央区清五郎）
■￥ 無料　■問 同センター（☎025-281-3715）
オレンジリボンをシンボルツリーに飾る
■日 11月３日（祝）～30日（木）９時～16時半
積み木遊び　■日 11月12日（日）10時～12時
ダイナミックお絵描き　■日 11月12日（日）14時～15時

11月は「子どもの権利月間」「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン月間」

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
　市役所や各区役所に児童虐待防止活動の象徴であるオレンジリボンツリーを
設置し、児童虐待の防止を呼び掛けます。
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　市では、全ての子どもが豊かな子ども期を過ごすこと
ができるまちの実現を目的とした「新潟市子ども条例」を
施行しています。
　同条例では全ての子どもに大切な権利があり、この権
利を守るための大人の責務を定めています。

知っていますか？新潟市子ども条例知っていますか？新潟市子ども条例
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